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平成 28年度包括外部監査結果に基づく措置等の状況（平成 31年 3月 25日現在） 

１．監査のテーマ 

豊中市病院事業の財務事務の執行等について 

 

２．監査の実施期間 

平成 28 年 6 月 28 日から平成 29 年 2 月 16 日まで 

 

３．監査の結果及び意見の件数  

区分 内容 報告件数 担当課別件数 

監査の結果 

【地方自治法第２５２条の３７第５項】 

是正、改善が求められるもの 15 件 21 件 

監査の意見 

【地方自治法第２５２条の３８第２項】 

監査の結果には該当しないが、市の組織及び運営の合理

化に資するため、改善が望まれるものなど監査の結果に

関する報告に添えて提出される意見 
35 件 39 件 

 

※監査の意見に対し、担当課が複数ある場合があるため、報告件数と担当課別件数は合致しません。 
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４．対応状況 

監査の結果及び意見に対する担当課別の対応状況は下記のとおりです。 
（講じた措置の内容等は別紙「平成 28年度包括外部監査結果に基づく措置等の状況について」のとおり） 

担当課 

監査の結果 監査の意見 

合計 措置済

(%) 

対応中

(%) 

不措置

(%) 

未着手

(%) 

相違(%) 合計 措置済

(%) 

対応中

(%) 

不措置

(%) 

未着手

(%) 

相違(%) 

総務部契約検査課 0 0 0 0 0 0 3 
3 

(100％) 
0 0 0 0 

健康福祉部保健医療課 0 0 0 0 0 0 1 
1 

(100％) 
0 0 0 0 

市立豊中病院医療情報室 1 
1 

(100％) 
0 0 0 0 4 

4 
(100％) 

0 0 0 0 

市立豊中病院事務局総務企画課  5 
4 

(100％) 
0 0 0 0 17 

16 
(94.1％) 

1 
(5.9％) 

0 0 0 

市立豊中病院事務局施設用度課  9 
9 

(100％) 
0 0 0 0 11 

11 
(100％) 

0 0 0 0 

市立豊中病院事務局医事課 6 
6 

(100％) 
0 0 0 0 3 

3 
(100％) 

0 0 0 0 

合 計 21 
21 

(100％) 
0 0 0 0 39 

38 
(97.4％) 

1 
(2.6％) 

0 0 0 

（凡例） 

措置済 … 監査の結果・意見に対し、措置が完了又は具体的な対応方針・内容が決定しているもの。 

対応中 … 監査の結果・意見に対し、現在、具体的な対応方針・内容を検討中であるもの。 

不措置 … 監査の結果・意見に対し、結果及び意見の対象が消滅したために措置する必要がなくなったもののほか、合理的な理由

により対応しないもの。 

未着手 … 監査の結果・意見に対し、対応を全く行っていないもの。 

相違  … 監査の結果・意見に対し、市としては適切な処理であると認識しているもの。 
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５．その他 

 その他、対応中のものについては、引き続き、是正、改善に向け取り組みを行い、措置を講じたときは改めて報告します。 

（平成 31 年 3 月 25 日現在 対応中のもの） 

監査の結果又は意見の概要 担当課 

人事給与システムの仕組みについて 総務企画課 
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78
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契約手続のシ
ステム使用に
ついて

　市立豊中病院では、消耗品等の購買管理につ
いて、発注から納品検収まで、システム外で各担
当者が管理し、債務計上に至って初めて財務会
計システムに入力を行っている。これでは事前に
決裁を得るといった管理をシステムベースで実施
できず事後決裁となってしまう可能性や、また担
当者の管理に依拠しているため、処理漏れとなる
可能性も生じてしまう。また、システムによる納品
日の管理等も現状では実施できない。
　豊中市においては契約手続をシステム化し統
一的に実施していることから、市立豊中病院にお
いてもシステムを利用した契約手続を実施するこ
とが望ましい。

○

総務企画
課

施設用度
課

　契約手続のシステムによる解決をめざし、近隣
自治体病院の状況調査やシステム業者へのヒ
アリングを行いました。引き続き、平成32年
（2020年）1月のシステム更新に向けて取組みを
進めていきます。
　なお、システム更新までの間、事後決裁や担
当者に依拠することのないよう、平成30年9月よ
り、発注前に紙媒体での決裁により事務を行っ
ています。

措置済

22
86
ペー
ジ

固定資産の現
物確認につい
て

　市立豊中病院では、固定資産の現物確認を実
施できておらず、また固定資産シールの貼付も確
認できなかったことから、現物管理が不十分であ
る。
　固定資産シールは現物確認のためだけではな
く、豊中市の資産であることを明示し盗取を防止
する意味もあることから必要であり、また現物管
理上の要請から現物確認も必要である。

○
総務企画
課

　「固定資産（備品等）現物確認調査マニュア
ル」を作成しました。当該マニュアルに基づき、
第一段階として総務企画課室内の備品等の現
物確認調査を行い、シール貼付及び固定資産
台帳の整理などを行いました（平成30年12月）。
　今後、段階的に調査範囲を広げていきます。

措置済

平成28年度包括外部監査結果に基づく措置等の状況について(平成31年3月25日現在）

２．公有財産管理システムおける管理にかかる事項
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